
瀬戸市訓令第８号 

  本 庁  

公 所  

瀬戸市決裁規程（昭和３７年瀬戸市訓令第１号）の一部を次のように改

正する。 

令和７年１２月２２日 

 瀬戸市長 川 本 雅 之



次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第５条、第６条関係） 

８ 消防本部 

別表第２（第５条、第６条関係） 

８ 消防本部 

主務課 

の区分 

決裁区分 

専決事項 

副市長 主務部長 主務課長 備

考 

予防課 たき火又は喫

煙の制限 

 

消防法（昭和２３

年法律第１８６号

）第２３条の規定

によるたき火又は

喫煙の制限 

 

 

＜省略＞ 

火災に関する

警報 

 瀬戸市火災予防規

則（平成４年瀬戸

市規則第１９号）

第３条の規定によ

る火災に関する警

報の発令及び解除 

  

 林野火災

警報 

 ①瀬戸市火災予防

規則第３条の４

の規定による林

野火災警報の発

  

主務課 

の区分 

決裁区分 

専決事項 

副市長 主務部長 主務課長 備

考 

予防課 たき火又は喫

煙の制限 

 

消防法第２３条（

昭和２３年法律第

１８６号）の規定

によるたき火又は

喫煙の制限 

 

 

＜省略＞ 

火災警報  消防法第２２条第 

３項の規定による 

火災に関する警報 

の発令 

 

  

 

 

 

 

    

     



令及び解除 

②瀬戸市火災予防

規則第３条の５

において準用す

る第３条の３第

２項の規定によ

る区域の指定 

林野火災注意

報 

 ①瀬戸市火災予防

規則第３条の２

の規定による林

野火災注意報の

発令及び解除 

  

②瀬戸市火災予防

規則第３条の３

第２項の規定に

よる区域の指定 

＜省略＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 
 

  



附 則 

この訓令は、令和８年１月１日から施行する。 


